
　①　支援を希望する相談者（本人・保護者）から「青少年ケアコーディネーター支援申込書」を

　　　　提出します。

　②　青少年ケアコーディネーターが、相談者の在籍している（していた）高等学校の先生から、

　　　 これまでの在籍校における支援などを聞き取りします。

  ③　青少年ケアコーディネーターが相談者に、まず電話もしくはメールで連絡します。

　　   その後、面談等をしながら支援を開始します。県青少年総合相談センタ－の電話番号を

　　   あらかじめ登録しておいてください。（０８６－２２４－７１１０）

　　　<おかやま子ども・サポートネットとの連携＞

　　　　専門性を生かした効果的な支援を行えるように、必要な場合には「おかやま子ども・

　 　　 若者サポートネット」の構成機関や相談機関での支援を行います。
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高等学校

 

　

　
保護観察所、少年鑑別所等

教育委員会等

児童相談所、

障害福祉課等

おかやま子ども・

若者サポートネット

保健、医療

調整機関（事務局）

県子ども家庭課

教育

福祉

矯正、更生保護等

雇用

保健所、

精神福祉センター等
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